
厚真町既存住宅耐震改修等補助金交付要綱   

（総則） 

第１条 厚真町既存住宅耐震改修等補助金（以下「補助金」という。）の交付に

関し、厚真町補助金等交付規則（平成４年規則第４号。以下「規則」という。）

に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （目的） 

第２条 この要綱は、厚真町内にある既存住宅の耐震診断、補強設計及び耐震

改修工事（以下「耐震改修等」という。）を行う者に対し、予算の範囲内にお

いて、その費用の一部を補助することにより、既存住宅の耐震改修の促進を

図り、地震発生時の住宅の倒壊等による被害を軽減することを目的とする。  

（定義）  

第３条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。  

(1) 既存住宅 平成１２年５月３１日以前に着工された戸建て住宅、長屋住

宅、併用住宅（店舗併用住宅で、店舗等の用途に供する部分の床面積が延

べ床面積の２分の１未満のものに限る。）及び共同住宅をいう。  

(2) 耐震診断 北海道が定める既存住宅耐震改修事業補助金交付要綱第２

条第２項に規定する既存住宅の地震に対する安全性の評価をいう。 

(3)  耐震診断員 この要綱による耐震診断を行うもので、次に掲げるすべて

に該当する者をいう。 

ア 建築士（建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２条第１項に規定

する建築士をいう。以下同じ。）の資格を有している者 

イ  北海道が定める耐震診断・耐震改修技術者名簿登録閲覧業務事務処理

要領に基づく耐震診断・耐震改修技術者名簿において、耐震診断を行う

構造区分と同じ構造区分の耐震診断の講習会区分で登録している者又

は建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則（平成７年建設省令第

２８号）第５条第１項各号に掲げる者 

(4) 補強設計 耐震改修工事を行なうための設計をいう。 

(5) 耐震改修工事 耐震診断の結果により、倒壊の危険性があると判断さ

れた既存住宅の耐震改修工事で、その内容が耐震関係規定又は地震に対

する安全上これに準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合し

ていること。  

（補助の対象）  

第４条 補助の対象となる既存住宅（以下、「対象住宅」という。）は、次の各

号に掲げる要件すべてに該当するものとする。  

(1) 耐震改修等を行おうとする者が自ら居住の用に供している既存住宅で

あること。 

(2) 補強設計及び耐震改修工事を行う場合にあっては、耐震診断の結果、現

行の耐震関係規定と同程度の性能を満たさないと判断されたもの。ただし、



長屋又は共同住宅(いずれも木造で延べ床面積５００平方メートル以内の

ものを除く。)にあっては、次に掲げるアかつイ又はウのいずれかに該当

するものとする。  

ア 原則として、別表に定める専門的機能を有すると町長が認める機関に

おいて耐震診断結果が確認されていること。  

イ 原則として、別表に定める専門的機能を有すると町長が認める機関に

おいて評定を受けた耐震改修計画に基づく工事であること。  

ウ 建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第１２３号）第

１７条第３項の規定に基づく建築物の耐震改修の計画の認定を受けて

耐震化を行うもの、又は建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第８

６条の８第１項の規定に基づく全体計画の認定による他、これと同等に

地震に対して安全な構造となることを確認できる方法による。  

(3) 建築基準法その他関係法令に違反していないこと 

（補助対象者） 

第５条 補助金の交付を受けることができる者（以下「対象者」という。）は 

次の各号に掲げる要件を満たす個人とする。ただし、既にこの要綱に基づく

補助金の交付を受けた者を除くものとする。 

(1) 町内に住所を有し、対象住宅を所有かつ居住する個人であること 

(2) 町に納付すべき町税等を滞納していないこと 

（補助対象経費）  

第６条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、

対象住宅について対象者が行う耐震改修等（外壁、屋根の更新付帯工事を含

む。）に係る経費（以下「耐震改修等費用」という。）とする。 

２ 長屋、併用住宅及び共同住宅にあっては、耐震改修等費用に対象者が自ら

居住の用に供している面積の割合を乗じて算定した額を補助対象経費とする。  

 （補助金の交付額等）  

第７条  耐震改修等に対する補助金の交付額は、次の各号に掲げる額の合計額

とする。  

(1)  耐震診断に対する補助金の額は、補助対象経費の３分の２の額とし、１

０万円を上限とする。  

(2)  補強設計に対する補助金の額は、補助対象経費の３分の２の額とし、１

０万円を上限とする。 

(3) 耐震改修工事に対する補助金は、補助対象経費の額に０．３０を乗じた

額以内の額とし、６０万円を上限とする。 

２  前項で計算された１棟あたりの補助金の額に１,０００円未満の端数があ

るときは、これを切り捨てるものとする。  

３ 第１項第３号に規定する工事費については、耐震補強に明らかに寄与しな

い工事で費用を分離できるものは、当該工事を分離して算定し補助対象経費

から除外する。  



（補助金の交付申請等）  

第８条  補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、厚真

町既存住宅耐震改修等補助金交付申請書（様式第１号。以下「申請書」とい

う。）に、次項から第４項に掲げる関係書類を添えて町長に提出しなければな

らない。 

２ 耐震診断に対する補助金の申請に係る関係書類は、次の各号とする。  

(1)  建築確認通知書の写し等の建築年次及び所有者が確認できる書類 

(2)  位置図、配置図、平面図等  

(3)  耐震診断費見積内訳書 

３ 補強設計に対する補助金の申請に係る関係書類は、次の各号とする。 

(1)  建築確認通知書の写し等の建築年次及び所有者が確認できる書類 

(2)  耐震診断報告書 （耐震診断員が作成したものに限る。） 

(3)  位置図、配置図、平面図等（改修内容記載されたもの。） 

(4)  補強設計費見積内訳書 

４ 耐震改修工事に対する補助金の申請に係る関係書類は、次の各号とする。 

(1)  建築確認通知書の写し等の建築年次及び所有者が確認できる書類 

(2)  耐震診断報告書 （耐震診断員が作成したものに限る。） 

(3)  改修計画書（様式第２号） 

(4)  位置図、配置図、平面図等（改修内容記載されたもの。） 

(5)  補強後の想定耐震診断報告書 

(6)  耐震改修工事費見積内訳書 

５ 申請者と工事施工者との間で耐震改修等に係る契約を補助金の交付決定前

に交わしてはならない。 

６ 申請者は、第１項の申請前に厚真町と事前相談を行ない、関係書類の精査、

必要な助言・指導を受けなければならない。 

   (補助金の交付決定及び通知) 

第９条  町長は、前条による申請について内容を審査し、補助金の交付を決定

したときは、規則７条に定める補助指令書（以下「交付決定通知書」という。）

により申請者に通知するものとする。 

２ 町長は前項の審査にあたり、必要に応じて現地調査等を行うことができる

ものとし、申請者はこの現地調査等に協力しなければならない。  

 （補助事業の計画変更及び中止）  

第１０条  前条の交付決定の通知を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、

次の各号のいずれかに該当するときは、規則第９条に定める補助金等変更承

認申請書（以下「変更申請書」という。）に変更となる関係書類を添えて速や

かに町長に提出しなければならない。 

(1)  第８条第１項から第４項に掲げる申請書及び関係書類の記載内容に変

更が生じたとき。 

(2) 耐震改修等を中止したとき。 



２ 町長は、前項の変更申請書が提出されたときは、審査のうえ、規則第９条

に定める補助金等変更指令書により申請者に通知するものとする。   

 （完了実績報告）  

第１１条  交付決定者は、耐震改修等が完了したときは、３０日以内に厚真町

既存住宅耐震改修等補助金完了実績報告書（以下、「実績報告書」という。）

に次の各項に掲げる関係書類を添えて町長に提出しなければならない。 

２ 耐震診断に対する補助金に係る関係書類は、次の各号とする。 

(1) 耐震診断報告書（耐震診断員が作成したものに限る。） 

(2) 耐震診断に要した費用の支払いを証する領収書の写し 

３ 補強設計に対する補助金に係る関係書類は、次の各号とする。 

(1) 補強設計報告書（耐震診断員が作成したものに限る。） 

(2) 補強設計図書一式 

(3) 補強設計に要した費用の支払いを証する領収書の写し 

４ 耐震改修工事に対する補助金に係る関係書類は、次の各号とする。 

(1) 改修工事後の耐震診断報告書（耐震診断員が作成したものに限る。） 

(2) 竣工図（改修内容の記載されたもの） 

(3) 写真（改修工事の内容が確認できるもの） 

(4) 耐震改修工事に要した費用の支払を証する領収書の写し 

 （補助金の額の決定）  

第１２条  町長は、前条の規定による実績報告書及び関係書類が提出されたと

きは、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりそ

の内容を審査したうえで、補助金の額を決定し、規則第１４条による補助金

確定通知書より申請者に通知するものとする。  

 （補助決定の取消し） 

第１３条 町長は、補助金交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、

補助金の交付を取消し、既に交付した補助金があるときは、その全部または

一部の返還を命ずることができる。 

(1) この要綱に違反したとき。 

(2) 補助金を目的以外の用途に使用したとき。 

(3) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

(4) 前各号に掲げるもののほか、補助することが不適当と認められる事実 

があったとき。 

（その他）  

第１４条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関して必要な事項は町長が

別に定める。    

附 則  

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 



別表（第４条関係） 専門的機能を有すると町長が認める機関  

機関名 

一般社団法人北海道建築士事務所協会 

一般財団法人北海道建築指導センター 

日本ＥＲＩ（株） 

（株）サッコウケン 

ビューローベリタスジャパン（株） 

上記のほか、既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会規約に基づく

耐震判定委員会登録要綱の規定により登録を受けた耐震判定委員会 

 

 

 

 


